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連日３０度を超す真夏日が続いています。熱中症対策のため、７月１４日からは体操服登校も始

まりました。工夫をしながら、元気にこの酷暑を乗り切っていきたいと思います。また、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大が心配される状況になってきました。これまで通り、感染を防止しながら

も日々の生活を着実に送っていきたいものです。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

１ ごみのポイ捨てって何がいけないの？ 全校集会：７月５日（火） ― 教頭先生の話 ―
ほとんどの人はごみをポイ捨てすることはいけないことだと知っていますね。なぜいけないこと

なのでしょうか。教頭先生は校庭や校舎の周りをまわって、ポイ捨てされたごみを集めています。

６月２１日に集めたごみは、ジュースの空き缶やペットボトル、アイスのカップ、お菓子の袋、小

さな袋もたくさんありました。さらに、７月１日には、ペットボトル、アイスの袋・容器、マスク

でした。教頭先生はこのようなポイ捨てされたご

みを拾うたびに、とても悲しい気持ちになります。

教頭先生が好きな「鬼滅の刃」で伊之助が言っ

た言葉を思い出します。炎柱の煉獄さんの死を悲

しんでいる炭治郎に伊之助は「死んだ生き物は土にかえるだけなんだよ。」と言いました。

生き物が土にかえるとはどういうことなのでしょう。動物や植物など、生き物が死んだり、枯れ

たりすると、さらにもっと小さな生き物たちが、それらを食べて分解して、だんだんと土に変えて

くれます。さらに、その土は動物のえさとなる植物を育てる栄養になっていきます。

では、教頭先生が拾ったごみはどうでしょう。生き物ではないので土に

なることはありません。分解されずにずっと残ることになります。そして、

困ったことが起きています。

プラスチックの容器に頭をつっこんで抜けなくなってしまった犬の写真

です。犬にとってプラスチックは危険物なのです。

犬だけではありません。ごみは雨で川に流され、海に行き着きます。

このことがが世界中で大きな問題になっています。

このウミガメは何をしようとしているか分かりますか？ウミガメのえ

さは右側に泳いでいるクラゲなどです。近くに浮かんでいるプラスチッ

クの袋をクラゲと間違って食べようとしているのです。ウミガメだけで

なく、イルカや鳥などもごみを間違

って飲み込んでしまうそうです。飲み込んでしまったごみはお腹

の中で消化しないので、お腹に溜まったままになり、そのことが

原因で死んでしまうこともあるそうです。ごみは多くの動物たち

にとって、かなり危険な物だということが分かりましたね。

ごみをポイ捨てすることは、その場所を利用する人たちを悲しい思いにさせます。そして、いろ

いろな生き物を苦しめたり、死なせたりするようなことにもつながっていきます。自分が出したご

みは、責任をもって持ち帰り、ゴミ箱などの決められた所に捨てるようにしましょう。



２ 福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例 ７月１日（金）施行
ご存じでしょうか。福井県自転車条例が制定され、今月１日から施行されています。福井県内で

自転車を利用するすべての人が対象なので、子供たちも対象者となります。

福井県のホームページには自転車条例Q＆Aがあり、具体的なことについて書かれています。

平成２５年７月４日の神戸地裁の判決では、自転車乗車中の小学生が歩行者と衝突し、歩行者が

意識不明の重体となった事故で、9,521万円という高額賠償が命じられたそうです。罰則規定は設

けられていませんが、自分の命を守るためにヘルメットの着用と点検整備を、もしものために自転

車損害賠償責任保険等への加入をご家庭で真剣に考えてほしいです。

３ 楽しい夏休み：８月２８日まで
いよいよ明日から子供たちが楽しみにしていた夏休みです。今年は８月2８日ま

での39日間です。新型コロナウイルス感染症や熱中症の予防をしっかり行いながら、

子供たちにとって思い出に残る夏休みになってほしいと願っています。

学校では学年に応じて、学習や生活について話をしました。学年便りや啓蒙っ子

の夏休みなどをお子様と一緒に見ながら、夏休みの過ごし方についてお話いただきたいと思います。

８月２９日に笑顔で登校してくる子供たちを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。

①プール開放：７月２２日（金）、７月２８日（木）、８月３日（水） ②登校日：８月22日（月）

③PTA奉仕作業：８月28日（日） ④学校閉庁日：8月12日（金）、15日（月）、１６日（火）

Q：自転車利用者は何をしなければなりませんか。

A：1 自転車利用者は、車両の運転者としての責任を自覚し、交通事故防止に関する知識の習得、道路の交通に関す

る法令その他関係法令の遵守等の自転車の安全な利用（自転車の乗車用ヘルメット着用を含む ）に努めてくだ

さい。（第6第1項）

2 定期的に必要な点検および整備に努めてください。 （第6第4項）

3 自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。【義務】（第8条第1項）

Q：保護者は何をしなければなりませんか。

A：１ 自転車利用時の安全上の措置（第6条第2項、第4項）

・保護者は、監護する児童等（年齢が15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう）が自転車

を利用するときは、自転車の乗車用ヘルメットを着用させるよう努めてください。

・保護者は未成年者が利用する自転車について、定期的に必要な点検および整備を行うよう努めてください。

2 交通安全教育等（第7条第4項）

・保護者は、監護する未成年者等（年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。）に対

して、自転車の安全で適正な利用に関する教育および啓発を行うよう努めてください。未成年者の交通事故

を抑止するためには、家庭における幼少期からの交通安全教育が重要です。日頃から自転車に関する交通ル

ールや安全な通行方法、保険の仕組みなどについて話し合いましょう。

3 自転車損害賠償責任保険等への加入（第8条第2項）

・保護者は、監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入

しなければなりません。【義務】
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